
改正前 改正後
　（履行遅滞）
第97条　［略］
２�　前項の損害金の額は、未済部分の契約代金の額に対し、遅延日
数に応じ、年 3.6パーセントの割合（この場合における年当たり
の割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合
とする。）で計算した額とする。
３　［略］
　（履行期限延長の手続等）
第 199条　［略］
２・３　［略］
４�　第２項本文の延納利息の率は、年 3.6パーセント（この場合に
おける年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、 365日
当たりの率とする。）とする。ただし、種々の事情を参酌してそ
の率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率に
よることができる。
５　［略］

　（履行遅滞）
第97条　［略］
２�　前項の損害金の額は、未済部分の契約代金の額に対し、遅延日
数に応じ、年 3.3パーセントの割合（この場合における年当たり
の割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合
とする。）で計算した額とする。
３　［略］
　（履行期限延長の手続等）
第 199条　［略］
２・３　［略］
４�　第２項本文の延納利息の率は、年 3.3パーセント（この場合に
おける年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、 365日
当たりの率とする。）とする。ただし、種々の事情を参酌してそ
の率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率に
よることができる。
５　［略］

改正前 改正後
　（履行遅滞）
第90条　［略］
２�　前項本文の規定により徴収する損害金の額は、未済部分の契約
代金の額に対し、遅延日数に応じ、年 3.6パーセントの割合（こ
の場合における年当たりの割合は、閏

じゆん

年の日を含む期間について
も、 365日当たりの割合とする。）で計算した額とする。
３　［略］
　（履行期限延長の手続等）
第 180条　［略］
２・３　［略］
４�　第２項本文の延納利息の率は、年 3.6パーセント（この場合に
おける年当たりの率は、閏

じゆん

年の日を含む期間についても、 365日
当たりの率とする。）とする。ただし、種々の事情を参酌してそ
の率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率に
よることができる。
５　［略］

　（履行遅滞）
第90条　［略］
２�　前項本文の規定により徴収する損害金の額は、未済部分の契約
代金の額に対し、遅延日数に応じ、年 3.3パーセントの割合（こ
の場合における年当たりの割合は、閏

じゆん

年の日を含む期間について
も、 365日当たりの割合とする。）で計算した額とする。
３　［略］
　（履行期限延長の手続等）
第 180条　［略］
２・３　［略］
４�　第２項本文の延納利息の率は、年 3.3パーセント（この場合に
おける年当たりの率は、閏

じゆん

年の日を含む期間についても、 365日
当たりの率とする。）とする。ただし、種々の事情を参酌してそ
の率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率に
よることができる。
５　［略］
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　企業局会計規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。
　　平成22年４月１日

宮崎県企業局長　日　髙　幸　平　
宮崎県企業局企業管理規程第１号
　　　企業局会計規程の一部を改正する企業管理規程
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　病院局財務規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。
　　平成22年４月１日

宮崎県病院局長　甲　斐　景早文　
宮崎県病院局企業管理規程第４号
　　　病院局財務規程の一部を改正する企業管理規程
　病院局財務規程（平成18年宮崎県病院局企業管理規程第15号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　　　附　則
　この企業管理規程は、公表の日から施行する。
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　（履行遅滞）
第90条　［略］
２�　前項本文の規定により徴収する損害金の額は、未済部分の契約
代金の額に対し、遅延日数に応じ、年 3.6パーセントの割合（こ
の場合における年当たりの割合は、閏

じゆん

年の日を含む期間について
も、 365日当たりの割合とする。）で計算した額とする。
３　［略］
　（履行期限延長の手続等）
第 180条　［略］
２・３　［略］
４�　第２項本文の延納利息の率は、年 3.6パーセント（この場合に
おける年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、 365日
当たりの率とする。）とする。ただし、種々の事情を参酌してそ
の率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率に
よることができる。
５　［略］

　（履行遅滞）
第90条　［略］
２�　前項本文の規定により徴収する損害金の額は、未済部分の契約
代金の額に対し、遅延日数に応じ、年 3.3パーセントの割合（こ
の場合における年当たりの割合は、閏

じゆん

年の日を含む期間について
も、 365日当たりの割合とする。）で計算した額とする。
３　［略］
　（履行期限延長の手続等）
第 180条　［略］
２・３　［略］
４�　第２項本文の延納利息の率は、年 3.3パーセント（この場合に
おける年当たりの率は、閏

じゆん

年の日を含む期間についても、 365日
当たりの率とする。）とする。ただし、種々の事情を参酌してそ
の率によることが著しく不適当である場合は、この率を下る率に
よることができる。
５　［略］
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　　　附　則
　この規程は、公表の日から施行する。
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